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公
　
告

◯
公
の
施
設
に
お
け
る
指
定
管
理
者
の
募
集
（
観
光
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

教
育
委
員
会
公
告

◯
公
の
施
設
に
お
け
る
指
定
管
理
者
の
募
集
（
保
健
体
育
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

県
が
設
置
す
る
公
の
施
設
に
お
け
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
募
集
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
公
の
施
設
の
概
要

（一）

名
称

秋
田
県
立
男
鹿
水
族
館
（
以
下
「
水
族
館
」
と
い
う
。
）

（二）

場
所

男
鹿
市
戸
賀
塩
浜
字
壺
ケ
沢

（三）

規
模
等

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
地
下
一
階
地
上
三
階
、
延
床
面
積
約
八
千
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

（四）

主
な
施
設

水
槽
二
十
四
基
（
総
容
量
約
千
三
百
ト
ン
）
、
ホ
ッ
キ
ョ
ク
グ
マ
広
場
、
企
画
展
示
室
、
研

修
室
、
シ
ア
タ
ー
室
、
事
務
室

（五）

展
示
す
る
魚
、
海
獣
等

ハ
タ
ハ
タ
、
ホ
ッ
キ
ョ
ク
グ
マ
、
ペ
ン
ギ
ン
、
ア
シ
カ
等
約
四
百
種
一
万
点

（六）

開
設
日

平
成
十
六
年
七
月
中
旬
（
予
定
）

二
　
指
定
管
理
者
が
行
う
業
務

（一）

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
業
務

（二）

魚
、
海
獣
等
の
飼
育
に
関
す
る
業
務

（三）

水
族
館
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
業
務

（四）

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
業
務

三
　
指
定
管
理
者
の
指
定
の
期
間

開
設
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
（
予
定
）

四
　
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
に
必
要
な
資
格

（一）

法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
こ
と
。

（二）

水
族
館
内
の
レ
ス
ト
ラ
ン
及
び
売
店
を
水
族
館
と
一
体
で
運
営
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

五
　
申
請
の
手
続

（一）

申
請
書
類

指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て

提
出
す
る
こ
と
。

（１）

定
款
若
し
く
は
寄
附
行
為
及
び
法
人
の
登
記
簿
の
謄
本
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類

（２）

申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
係
る
事
業
活
動
の
概
要
を
記
載
し
た
書

類
、
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
収
支
決
算
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類

（３）

指
定
管
理
者
の
指
定
の
期
間
に
係
る
年
度
ご
と
の
水
族
館
の
管
理
の
実
施
計
画
書
及
び
収

支
予
算
書

（二）

提
出
場
所

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
〇
三
四
一
　
男
鹿
市
船
越
字
狐
森
百
四
十
七
番
地

秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
観
光
課
男
鹿
地
域
振
興
班
（
電
話
〇
一
八
五
―
三
五
―
二
二
五

〇
）

（三）

提
出
期
限

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日
（
金
）
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

な
お
、
提
出
期
限
後
に
お
け
る
申
請
書
又
は
添
付
書
類
の
変
更
及
び
追
加
は
、
認
め
な
い
。

六
　
指
定
管
理
者
の
候
補
の
選
定

（一）

五
（一）
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
書
類
を
審
査
し
、
次
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
の
う
ち
か
ら
指
定
管
理
者
の
候
補
を
選
定
す
る
。

（１）

職
員
、
収
支
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
の
水
族
館
の
管
理
の
実
施
に
関
す
る
計
画
が
当
該

管
理
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）

（１）
の
計
画
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
に
足
り
る
経
理
的
及
び
技
術
的
な
基
礎
を
有
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（二）

選
定
は
、
平
成
十
六
年
二
月
上
旬
に
行
い
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
よ
り
速
や
か

１

公
　
　
　
　
　
　
告

ペ
ー
ジ
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に
通
知
す
る
。

七
　
募
集
要
項
の
交
付

五
（二）
に
掲
げ
る
場
所
で
、
秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九

号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
日
を
除
き
、
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日
（
水
）
か
ら
平

成
十
六
年
一
月
二
十
三
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
交
付
す

る
。郵

送
で
交
付
を
求
め
る
場
合
は
、
二
百
円
切
手
を
は
っ
た
返
信
用
封
筒
を
同
封
す
る
こ
と
。

八
　
説
明
会

（一）

日
時

平
成
十
六
年
一
月
八
日
（
木
）
午
前
十
時

（二）

場
所

五
（二）
に
掲
げ
る
場
所

（三）

そ
の
他

説
明
会
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
も
の
は
、
事
前
に
九
（五）
に
連
絡
す
る
こ
と
。

九
　
そ
の
他

（一）

指
定
管
理
者
の
候
補
の
選
定
に
当
た
り
、
申
請
者
に
対
し
て
、
申
請
書
及
び
添
付
書
類
の
内

容
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

（二）

指
定
管
理
者
の
候
補
に
選
定
さ
れ
た
も
の
を
、
県
議
会
の
議
決
を
経
て
、
指
定
管
理
者
に
指

定
す
る
。

（三）

水
族
館
の
利
用
料
金
は
、
県
が
定
め
る
上
限
額
の
範
囲
内
で
指
定
管
理
者
が
知
事
の
承
認
を

受
け
て
額
を
定
め
、
自
己
の
収
入
と
し
て
収
受
す
る
。

（四）

水
族
館
の
管
理
の
業
務
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
、
年
度
ご
と
に
予
算
の
範
囲
内
で
委

託
料
を
支
払
う
。

（五）

問
い
合
わ
せ
先

秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
観
光
課
男
鹿
地
域
振
興
班
（
電
話
〇
一
八
五
―
三
五
―
二
二
五

〇
）

県
が
設
置
す
る
公
の
施
設
に
お
け
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
募
集
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
太
　
田
　
宥
　
子

一
　
指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
公
の
施
設
の
概
要

（一）

名
称

秋
田
県
立
武
道
館
（
以
下
「
武
道
館
」
と
い
う
。
）

（二）

場
所

秋
田
市
新
屋
字
砂
奴
寄
二
番
地
の
二

（三）

規
模
等

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
地
上
三
階
、
延
床
面
積
約
一
万
八
千
七
百
平
方
メ
ー
ト
ル

（四）

主
な
施
設

大
道
場
、
小
道
場
、
柔
道
場
、
剣
道
場
、
弓
道
場
、
相
撲
場
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
、
事
務

室
、
会
議
室

（五）

開
設
日

平
成
十
六
年
三
月
二
十
一
日
（
予
定
）

二
　
指
定
管
理
者
が
行
う
業
務

（一）

使
用
の
許
可
、
使
用
の
許
可
の
取
消
し
並
び
に
使
用
の
制
限
及
び
停
止
に
関
す
る
業
務

（二）

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
業
務

（三）

武
道
館
の
利
用
を
通
じ
た
ス
ポ
ー
ツ
の
普
及
振
興
に
関
す
る
業
務

（四）

そ
の
他
教
育
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
業
務

三
　
指
定
管
理
者
の
指
定
の
期
間

開
設
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
（
予
定
）

四
　
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
に
必
要
な
資
格

法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
こ
と
。

五
　
申
請
の
手
続

（一）

申
請
書
類

指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て

提
出
す
る
こ
と
。

（１）

指
定
の
期
間
に
係
る
年
度
ご
と
の
武
道
館
管
理
運
営
実
施
計
画
書
及
び
武
道
館
管
理
運
営

収
支
予
算
書

（２）

定
款
若
し
く
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
簿
の
謄
本
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類

（３）

申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
係
る
事
業
活
動
の
概
要
を
記
載
し
た
書

類
、
収
支
決
算
書
、
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類

（４）

そ
の
他
武
道
館
の
管
理
が
適
正
か
つ
確
実
に
行
わ
れ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
に
教

育
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（二）

提
出
場
所

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
八
〇
　
秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
教
育
庁
保
健
体
育
課
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
五
二
〇
二
）

（三）

提
出
期
限

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日
（
金
）
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

な
お
、
提
出
期
限
後
に
お
け
る
申
請
書
又
は
添
付
書
類
の
変
更
及
び
追
加
は
、
認
め
な
い
。

２

教

育

委

員

会

公

告
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六
　
指
定
管
理
者
の
候
補
の
選
定

（一）

五
（一）
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
書
類
を
審
査
し
、
次
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
の
う
ち
か
ら
指
定
管
理
者
の
候
補
を
選
定
す
る
。

（１）

職
員
、
収
支
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
の
武
道
館
の
管
理
の
実
施
に
関
す
る
計
画
が
当
該

管
理
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）

（１）
の
計
画
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
に
足
り
る
経
理
的
及
び
技
術
的
な
基
礎
を
有
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（二）

選
定
は
、
平
成
十
六
年
二
月
上
旬
に
行
い
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
よ
り
速
や
か

に
通
知
す
る
。

七
　
募
集
要
項
の
交
付

五
（二）
に
掲
げ
る
場
所
で
、
秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九

号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
日
を
除
き
、
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日
（
水
）
か
ら
平

成
十
六
年
一
月
二
十
三
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
交
付
す

る
。郵

送
で
交
付
を
求
め
る
場
合
は
、
二
百
円
切
手
を
は
っ
た
返
信
用
封
筒
を
同
封
す
る
こ
と
。

八
　
説
明
会

（一）

日
時

平
成
十
六
年
一
月
六
日
（
火
）
午
前
十
時

（二）

場
所

秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
庁
第
二
庁
舎
五
階
五
十
四
会
議
室

（三）

そ
の
他

説
明
会
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
も
の
は
、
事
前
に
九
（五）
に
連
絡
す
る
こ
と
。

九
　
そ
の
他

（一）

指
定
管
理
者
の
候
補
の
選
定
に
当
た
り
、
申
請
者
に
対
し
て
、
申
請
書
及
び
添
付
書
類
の
内

容
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

（二）

指
定
管
理
者
の
候
補
に
選
定
さ
れ
た
も
の
を
、
県
議
会
の
議
決
を
経
て
、
指
定
管
理
者
に
指

定
す
る
。

（三）

武
道
館
の
管
理
の
業
務
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
、
年
度
ご
と
に
予
算
の
範
囲
内
で
委

託
料
を
支
払
う
。

（四）

二
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
武
道
館
の
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
指
定
管
理
者
に
委
託
す
る
予

定
で
あ
る
。

（五）

問
い
合
わ
せ
先

秋
田
県
教
育
庁
保
健
体
育
課
総
務
班
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
五
二
〇
二
）

３
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